
 

エネルギーの使用の合理化に関する法律(抄) 

（昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号） 

 

 第一章 総則（第一条・第二条） 

 第二章 基本方針等（第三条・第四条） 

 第三章 工場に係る措置等 

  第一節 工場に係る措置（第五条―第二十条） 

  第二節 指定試験機関（第二十一条―第三十五条） 

  第三節 指定講習機関（第三十六条―第三十八条） 

  第四節 登録調査機関（第三十九条―第五十一条） 

 第四章 輸送に係る措置 

  第一節 貨物の輸送に係る措置 

   第一款 貨物輸送事業者に係る措置（第五十二条―第五十七条） 

   第二款 荷主に係る措置（第五十八条―第六十五条） 

  第二節 旅客の輸送に係る措置等（第六十六条―第七十条） 

  第三節 航空輸送の特例（第七十一条） 

 第五章 建築物に係る措置（第七十二条―第七十六条） 

 第六章 機械器具に係る措置（第七十七条―第八十一条） 

 第七章 雑則（第八十二条―第九十二条） 

 第八章 罰則（第九十三条―第九十九条） 

 附則 

 

   第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料

資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についての

エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を

総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展

に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱（燃料を熱源とする熱に

代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。）及び電気（燃料

を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用され



る電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。）をいう。 

２ この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定め

る石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石

炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。 

 

   第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第三条 経済産業大臣は、工場又は事業場（以下単に「工場」という。）、輸送、建築物、

機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギー

の使用の合理化に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定め、これを公表

しなければならない。 

２ 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ず

べき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関

する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギ

ー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘

案して定めるものとする。 

３ 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。 

４ 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、

建築物に係る部分（建築材料の品質の向上及び表示に係る部分を除く。）及びエネル

ギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に

協議しなければならない。 

５ 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定す

るものとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。 

 

（エネルギー使用者の努力） 

第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギー

の使用の合理化に努めなければならない。 

 

（事業者の判断の基準となるべき事項） 

第五条 （略） 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネ

ルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、こ

れらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 

 



   第四章 輸送に係る措置 

    第一節 貨物の輸送に係る措置 

     第一款 貨物輸送事業者に係る措置 

 

（貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項） 

第五十二条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の

合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエ

ネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべ

き措置に関し、貨物輸送事業者（本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨

物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。）の判断の

基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

一 エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用 

二 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦 

三 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用 

四 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用 

２ 第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 

 

（指導及び助言） 

第五十三条 国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実

施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項に

規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施につい

て必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（特定貨物輸送事業者の指定） 

第五十四条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区

分（以下「貨物輸送区分」という。）ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基

準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必

要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。 

２ 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める

輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところ

により、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項

を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨

物輸送事業者（以下「特定貨物輸送事業者」という。）の当該指定に係る貨物輸送区

分については、この限りでない。 

３ 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれか

に掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、



当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 

一 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。 

二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見

込みがなくなつたとき。 

４ 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認め

るときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出が

ない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、

同様とする。 

 

（中長期的な計画の作成） 

第五十五条 特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する

年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条第一項

に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネル

ギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成の

ための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第五十六条 特定貨物輸送事業者は、第五十四条第一項の規定による指定を受けた日の

属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送

に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況（貨物の

輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つ

て発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。）及び貨物の輸送に係るエネルギ

ーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送

区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の国土交通省令（貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つ

て発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 

 

（勧告及び命令） 

第五十七条 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第五十四条第一項の規定による指

定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況

が第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分

であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、

当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な

措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従



わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

３ 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるもの

の意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

 

     第二款 荷主に係る措置 

 

（荷主の努力） 

第五十八条 荷主（自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送さ

せる者をいう。以下同じ。）は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措

置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネル

ギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 

一 エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送方法を選択するた

めの措置 

二 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置 

 

（荷主の判断の基準となるべき事項） 

第五十九条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物

の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号

に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当

該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となる

べき事項を定め、これを公表するものとする。 

２ 第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 

 

（指導及び助言） 

第六十条 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギー

の使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、

前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第五十八条各号に掲げ

る措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（特定荷主の指定） 

第六十一条 経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物

輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨

物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進す

る必要がある者として指定するものとする。 



２ 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者

に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令

で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大

臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主（以下「特

定荷主」という。）については、この限りでない。 

３ 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定

めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申

出をすることができる。 

一 自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることを

やめたとき。 

二 第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物

の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたと

き。 

４ 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認め

るときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出が

ない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、

同様とする。 

５ 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをし

たときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。 

 

（計画の作成） 

第六十二条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第五十九条第

一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行

わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための

計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第六十三条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業

者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエ

ネルギーの使用の状況（当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物

の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を

含む。）及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の

実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 

２ 経済産業大臣は、前項の経済産業省令（貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係

るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定

め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければな



らない。 

 

（勧告及び命令） 

第六十四条 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネ

ルギーの使用の合理化の状況が第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき

事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断

の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置

をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたとき

は、その旨を公表することができる。 

３ 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその

勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、

当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（国土交通大臣の意見） 

第六十五条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の

合理化の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十条又は前

条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。 

 

    第二節 旅客の輸送に係る措置等 

 

（旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項） 

第六十六条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の

合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエ

ネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべ

き措置に関し、旅客輸送事業者（本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業

として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。）の判断の基準となるべき

事項を定め、これを公表するものとする。 

一 エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用 

二 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦 

三 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 

２ 第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 

 

（指導及び助言） 

第六十七条 国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実

施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項に



規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施につい

て必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（特定旅客輸送事業者の指定） 

第六十八条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区

分（以下「旅客輸送区分」という。）ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基

準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必

要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。 

２ 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める

輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところ

により、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項

を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅

客輸送事業者（以下「特定旅客輸送事業者」という。）の当該指定に係る旅客輸送区

分については、この限りでない。 

３ 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれか

に掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、

当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 

一 旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。 

二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見

込みがなくなつたとき。 

４ 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認め

るときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出が

ない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、

同様とする。 

 

（準用規定） 

第六十九条 第五十五条から第五十七条までの規定は、特定旅客輸送事業者に準用する。

この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、

「第五十二条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるの

は「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第五十六条

第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「貨物の輸送」

とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、同

条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、第五十七条第一項中「第五

十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅

客輸送区分」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」

とあるのは「第六十六条第一項」と読み替えるものとする。 



 

（事業者の努力） 

第七十条 事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における

公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエ

ネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 

 

    第三節 航空輸送の特例 

 

（航空輸送事業者に対する特例） 

第七十一条 国土交通大臣は、航空輸送事業者（本邦内の各地間において発着する貨物

又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。）であつ

て、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送

に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するもの

とする。 

２ 第五十四条及び第六十八条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。 

３ 航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の

政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送

能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者（以下「特定航空輸送事業者」

という。）については、この限りでない。 

４ 特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交

通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消す

べき旨の申出をすることができる。 

一 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。 

二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見

込みがなくなつたとき。 

５ 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認め

るときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出が

ない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、

同様とする。 

６ 第五十五条から第五十七条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場

合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「第

五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「貨物

の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごと

に、その達成」とあるのは「その達成」と、第五十六条第一項中「第五十四条第一項」

とあるのは「第七十一条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸



送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交

通省令」と、同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第

五十七条第一項中「第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、

貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるの

は「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の

輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。 

 

   第七章 雑則 

 

（財政上の措置等） 

第八十二条 国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上、金融

上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（科学技術の振興） 

第八十三条 国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図る

ため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

 

（国民の理解を深める等のための措置） 

第八十四条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関

する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めな

ければならない。 

 

（地方公共団体の教育活動等における配慮） 

第八十五条 地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、

エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮す

るものとする。 

 

（一般消費者への情報の提供） 

第八十六条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギーを消費

する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う

エネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネル

ギーの使用状況に関する通知、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能

の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう

努めなければならない。 

 



（報告及び立入検査） 

第八十七条 （略） 

２～５ （略） 

６ 国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並び

に第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めると

ころにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者（以下この項

において単に「輸送事業者」という。）に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務

の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送

用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳

簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

７ 国土交通大臣は、第四章（第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八

条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。）の規定の施行に必

要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送

事業者若しくは特定航空輸送事業者（以下この項において単に「特定輸送事業者」と

いう。）に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はそ

の職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所

若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検

査させることができる。 

８ 経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、

政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係

る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち

入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

９ 主務大臣は、第四章第一節第二款（第六十一条第一項及び第四項を除く。）の規定

の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸

送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、

特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

１０・１１ （略） 

１２ 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人に提示しなければならない。 

１３ 第一項から第十一項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

 

（主務大臣等） 

第九十二条 （略） 

２ 第四章第一節第二款及び第八十七条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び



当該荷主の事業を所管する大臣とする。 

３ この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任する

ことができる。 

 

   第八章 罰則 

 

第九十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

一 （略） 

二 第十六条第五項、第五十七条第三項（第六十九条及び第七十一条第六項において

準用する場合を含む。）、第六十四条第三項、第七十九条第三項又は第八十一条第三

項の規定による命令に違反した者 

 

第九十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第七条第二項、第十七条第二項、第四十六条、第五十四条第二項、第六十一条第

二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項又は第七十五条第一項の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第十四条第一項、第五十五条（第六十九条及び第七十一条第六項において準用す

る場合を含む。）若しくは第六十二条の規定による提出をしなかつた者又は第十四

条第二項の規定に違反した者 

三 第十五条第一項（第十八条第一項において準用する場合を含む。）、第五十六条第

一項（第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。）、第六十三

条第一項、第七十五条第四項若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第

五項から第十一項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同

条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十一項までの規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者 

四 （略） 

 

第九十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、第九十三条第二号若しくは第三号、第九十五条又は第九

十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本

条の刑を科する。 

 

   附 則 

（検討） 

２ 政府は、内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律

の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 



 

  附 則 （平成一七年八月一〇日法律第九三号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定

は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法

律（平成十七年法律第六十一号）の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

（荷主に係る措置に関する経過措置） 

第七条 新法第六十一条から第六十四条までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）

は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。 

 

（検討） 

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

 



○ 改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十九条による同法第五十五

条から第五十七条までの読替 

 

（中長期的な計画の作成） 

第五十五条  特定旅客輸送事業者は、第六十八条第一項の規定による指定を受けた日の

属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第六十六条

第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る

エネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その

達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第五十六条 特定旅客輸送事業者は、第六十八条第一項の規定による指定を受けた日の

属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送

に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況（旅客の

輸送に係るエネルギーの使用の効率及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つ

て発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。）及び旅客の輸送に係るエネルギ

ーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る旅客輸送

区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の国土交通省令（旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つ

て発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 

 

（勧告及び命令） 

第五十七条  国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第六十八条第一項の規定による指

定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況

が第六十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分

であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、

当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な

措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２  国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者がその勧告に従

わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

３ 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるもの

の意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

 



○ 改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十一条第六項による同法第

五十五条から第五十七条までの読替 

 

（中長期的な計画の作成） 

第五十五条  特定航空輸送事業者は、第七十一条第一項の規定による指定を受けた日の

属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条

第一項及び第六十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら

れた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成の

ための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第五十六条 特定航空輸送事業者は、第七十一条第一項の規定による指定を受けた日の

属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅

客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの

使用の状況（貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の

輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含

む。）及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置

の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければな

らない。 

２ 国土交通大臣は、前項の国土交通省令（貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使

用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定め、又はこれを変

更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 

 

（勧告及び命令） 

第五十七条  国土交通大臣は、特定航空輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネル

ギーの使用の合理化の状況が第五十二条第一項及び第六十六条第一項に規定する判

断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定航

空輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギ

ーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２  国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者がその勧告に従

わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

３ 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者が、正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるもの

の意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 


